
1415 2020.11 広報ひろの 広報ひろの 2020.11 

　主　な　事　業　

総 務 費

復 興 交 付 金 返 還 金 132,461 商 工 費 プレミアム付事業再開・帰還促進券発行管理運営事業 89,186
財 政 調 整 基 金 積 立 金 69,545 公設商業施設管理運営事業 24,569
道 の 駅 整 備 事 業 39,323

土 木 費

道 路 新 設 改 良 事 業 116,225
復 興 交 付 金 基 金 積 立 金 27,789 道 路 維 持 補 修 事 業 150,626
町 民 バ ス 運 行 事 業 18,541 復 興 道 路 整 備 事 業 104,528

民 生 費

障がい福祉サービス給付事業 105,765 橋 梁 整 備 事 業 6,157
認 定 こ ど も 園 整 備 事 業 69,957 二ツ沼総合公園施設等管理事業 41,897
児 童 手 当 支 給 事 業 55,325 広野原団地維持基金積立金 41,788
広 野 町 仮 置 場 管 理 事 業 22,000 消 防 費 双葉地方広域市町村圏組合消防負担金 135,056
敬 老 祝 金 支 給 事 業 9,704 小型動力ポンプ付軽積載車整備事業 13,488

衛 生 費
環境放射線モニタリング事業 78,289

教 育 費

認 定 こ ど も 園 整 備 事 業 39,351
双葉地方広域市町村圏組合塵芥処理費負担金 56,585 総合型地域スポーツクラブ運営事業 10,630
双葉地方広域市町村圏組合し尿処理費負担金 27,031 奨 学 資 金 貸 与 事 業 16,375

労 働 費 警 戒 パ ト ロ ー ル 事 業 41,692 中学生海外教育交流派遣事業 9,740
農 林
水産業費

ふ く し ま 森 林 再 生 事 業 118,977 ス ク ー ル バ ス 運 行 事 業 8,763
林 業 専 用 道 整 備 事 業 93,746 災害復旧費 東 町 仮 置 場 原 型 復 旧 工 事 60,390

　会計別決算の状況　
区　　　　　分 歳� 入� 総� 額 歳� 出� 総� 額 歳入歳出差引額

一　 般　 会　 計 5,441,164 4,800,062 641,102 

特　
別　
会　
計

国 民 健 康 保 険 843,455 776,743 66,712 
介 護 保 険 555,199 505,208 49,991 
土 地 開 発 事 業 175,059 173,482 1,577 
公共下水道事業 240,978 232,313 8,665 
農業集落排水事業 34,308 31,275 3,033 
後期高齢者医療 17,214 16,783 431 
小 　 　 　 計 1,866,213 1,735,804 130,409 
合　　　　　計 7,307,377 6,535,866 771,511 

（単位：千円）

（単位：千円）

　町債（借入金）の状況　            

区　　　　　分 平成30年度
末 現 在 高

令和元年度
発 行 額

令和元年度
元金償還額

令和元年度
末 現 在 高

一 般 会 計 2,170,232 0 202,191 1,968,041 
公 共 下 水 道 事 業 会 計 788,656 0 123,239 665,417 
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 200,560 0 18,245 182,315 
土 地 開 発 事 業 特 別 会 計 168,533 13,000 14,867 166,666 

合　　　　　計 3,327,981 13,000 358,542 2,982,439 

（単位：千円）

　基金（積立金）の状況　   

区　　　　　分 平成30年度
末 現 在 高

令和元年度
積 立 額

令和元年度
取 崩 し 額

令和元年度
末 現 在 高

一般
会計

財 政 調 整 基 金 2,512,262 249,545 320,101 2,441,706 
減 債 基 金 446,341 186 0 446,527 
そ の 他 の 基 金 1,435,983 144,078 314,869 1,265,192 

特別
会計

国民健康保険基金 213,420 40,054 0 253,474 
介護給付費準備基金 69,101 14 0 69,115 
合　　　　　計 4,677,107 433,877 634,970 4,476,014 

（単位：千円）

令和元年度決算に基づく健全化判断比率
および資金不足比率の状況について

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき令和元年度決算に基づく健全化判断比率
および資金不足比率の状況をお知らせします。

【健全化判断比率】	 	 （単位：％）

実 質 赤 字 比 率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将 来 負 担 比 率
健 全 化 判 断 比 率 － － 5.3 －

早 期 健 全 化 基 準 15 20 25 350

財 政 再 生 基 準 20 30 35
　備考 　実質赤字額および連結実質赤字額がない場合および実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合

は「－」と記載しています。

【資金不足比率】  （単位：％）

特　別　会　計　の　名　称 資金不足率 備　　考
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 － 令第17条第３号の規定により事業の規模を算定

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 － 令第17条第３号の規定により事業の規模を算定

土 地 開 発 事 業 特 別 会 計 － 令第17条第４号の規定により事業の規模を算定
　備考　１　資金不足比率は、資金の不足額がない場合は「－」と記載しています。
　　　　２　備考欄は、事業の規模の算定方法を記載します。
　　　　※令　地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令（平成19年政令第397号）

■実質赤字比率
　 　一般会計の実質赤字額の標準財政規模（標準的な経常

的一般財源の規模を示すもの）に対する比率です。
■連結実質赤字額
　 　町の全部の会計の黒字額と赤字額を通算した後の実質

赤字額の標準財政規模に対する比率です。
■実質公債比率
　 　一般会計における地方債の元利償還金と特別会計およ

び一部事務組合等の起こした地方債の元利償還金（準元
利償還金という。）のうち一般会計で負担する額の合計
額の標準財政規模を基本とした額※に対する比率の３年
間（平成29、30、令和元年度）の平均の数値です。

　※ 　標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要
額算入額を控除した額です。

■将来負担比率
　 　一般会計における地方債の残高や特別会計および一部

事務組合等の起こした地方債の残高、退職手当支給見込
額（特別職を含む。）、損失補償をしている第三セクター
等の負担すべき債務の見込額、連結実質赤字額、一部事
務組合や土地開発公社等の赤字額などの一般会計が将来
負担すべき実質的な負債の額の標準財政規模を基本とし
た額に対する比率です。

■資金不足比率
　 　一般会計における実質赤字額に相当する公営企業会計

の資金不足額の公営企業の事業規模に対する比率です。

■早期健全化基準
　 　地方公共団体が、財政状況が悪化した状況において、

自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準と
して定められた数値です。健全化判断比率がこの数値を
上回った場合は、「財政健全化計画」を策定し、議会の
議決を受けた後速やかに町民に公表した上で県知事に報
告しなければなりません。

■財政再生基準
　 　地方公共団体が、財政状況の著しい悪化により自主的

な財政の健全化を図ることが困難な状況において計画的
にその財政の健全化を図るべき基準として定められた数
値です。将来負担比率を除く健全化判断比率がこの数値
を上回った場合は、「財政再生計画」を策定し、議会の
議決を受けた後速やかに町民に公表した上で総務大臣に
報告し、その同意を受けなければなりません。

■経営健全化基準
　 　地方公共団体が、自主的かつ計画的にその公営企業の

経営の健全化を図るべき基準として定められた数値で
す。公営企業の資金不足比率が20％を上回った場合は、

「経営健全化計画」を策定し、議会の議決を受けた後速
やかに町民に公表した上で県知事に報告しなければなり
ません。

　

用　語　説　明


